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学校規模適正化に係る説明会 議事概要 

（千里第三小学校保護者） 

 

 

１ 日   時  令和 4 年 5 月 20 日（金）午後 7 時から午後 9 時 20 分まで 

２ 会   場  千里山コミュニティセンター及び Zoom ミーティング 

３ 参 加 者  千里第三小学校保護者 約 40 名 自治会関係者 数名 

Z oom 参加者 約 130 名 

山下学校教育部長、脇寺教育未来創生室長、木村教育未来創生室参事、平

井教育未来創生室主幹、大西教育未来創生室主幹、十川教育未来創生室主

査 

４ スケジュール等見直しについて 

５ 質疑応答 

保 護 者：今、次４年生の子供がいまして。で、当初のスケジュールだと、６年生に

上がるタイミングで転校っていうことになるなと。それはちょっとあま

りにも酷だなというふうに思いました。 

やっぱり人間関係ももう出来上がってて、これまでやっぱり親しんでき

た友達と楽しみにしてる修学旅行に行けないですとか、通いなれた学校

を卒業できないですとか、そういったことが起こるっていうのは本当に

気の毒だなって懸念してたので、まあ今回はスケジュール白紙に戻され

るっていうことなんで、まあ、私の子に関しては、それを心配する必要は

ないかもしれませんけれども、どの年になっても、やはり同じことを保護

者の方は思われると思うので、子供の心理面とかですね、その辺を考慮し

て検討されていただきたいなというふうに思っておりますので、よろし

くお願いします。 

 

教育委員会：ありがとうございます。今ご質問いただいた点、我々もしっかりとやらな

ければいけないと思っています。 

確かにあと１年で卒業というところに、転校して新しい学校を卒業して

いくのは、子供さんにとっても非常に酷なことと私たちも認識をしてお

ります。いろいろな経過措置というのですけれども、お子さんになるべく

負担をかけない方法として、例えば、在校生の方についてはそのままの学

校に通っていただくとか、卒業したら、在校生の方は中学もこれまで通り

の学校に行っていただくとか、そういったことをいろいろと試行錯誤し

ながら、なるべくお子様、保護者の方のご心配をかけないような手立ては、

しっかりとフォローしていきたいと思っております。 
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保 護 者：まずいつから校区変更の案があったのか。なんか法律が決まって、５年以

内にはすべて進めないといけないという認識なんですが、今、白紙に戻し

ていただいてありがたいんですが、またお尻が迫ったら急に進んでしま

わないのかっていう心配が一つ、今、思いました。 

もう一つなんですが、千三区域の予想の生徒数の推移だったりとか、何名

が卒業していってとか、今から入ってこられる方の家族構成までは分か

らないと思うんですが、出入りというところを、今のエリアでしっかり分

析していただいて、それであればどういう、今、三つのエリアが候補に挙

がってて、それも白紙っていうことなんですが、なぜ、その三つが選ばれ

たのか。で、三つの選ばれた地域の円山町のメンバーは、今 LINE グルー

プみたいなので、線路沿いを渡るのが危ない、関大一高とローソンの間の

線路を渡るのが危ないっていうふうになってるので、他のエリアも同様

な危険なことがあったので、三つ選ばれた理由選定方法というのを明確

にしていただきたいのと、生徒数が、良い感じになるのかっていうのは、

僕たちは数字では何も見てないので分からないので、教えて欲しいと。で、

その危険エリアが選ばれてるわけですが、もしここで事故とか、いろんな

通学路のニュースとかっていうのも近年よく見ますので、危険に対して

どういう対策を今考えてらっしゃるのか、まあ今白紙で、今からだってい

うところはあると思うんですが、その辺、考えてるところを教えていただ

きたいと。 

あと１個、今後は地域の役員にお話をして進めていくっていうふうなお

話だったと思うんですけど、今円山町って自治会とかがなくてその辺の

地域の役員ってどういうふうに、選ばれるのかなあというふうな疑問※

Q１がありました。 

 

教育委員会：校区変更がいつに決まったかという話なのですけれども、令和２年の７月

に、学校規模検討委員会という審議会を立ち上げました。大学の教授であ

ったり、校長先生の代表であったり、ＰＴＡの代表であったりというとこ

ろで構成する審議会の中で、１年間ご議論いただいて、令和３年の７月に

答申という形で検討結果をいただいたという次第です。その中で、規模の

課題を解消する方策として、まずは通学区域の見直しを検討して、困難で

あればその他の手法を検討するといった内容の答申でございました。 

その答申に基づきまして、我々教育委員会で議論して、基本方針の素案と

いう形で、パブリックコメント、市民の意見を伺う機会を設けさせていた

だいて、市民の意見も参考にした上で令和３年 11 月に教育委員会の基本
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方針を策定して、今現在もホームページにアップをさせていただいてお

ります。その基本方針に基づいて、我々、通学区域の見直しというものを

検討させていただいているという状況でございます。 

それとですね、３つの案をアンケートのたたき台としてお示しさせてい

ただきました。この３つの案が何で選ばれたのかというご質問ですけれ

ども、もともと、今年の１月に、吹田市ＰＴＡ協議会であるとか、あと連

合自治会の会長さんとか向けに説明会の方をさせていただきまして、そ

の時にはまだ方針だけでこういった具体的な話は全くお示ししていなか

ったのですけれども、今後、具体的な案を教育委員会が決めてしまう前に、

市民の方、保護者の方であったり、地域の方であったり、意見を述べる場

を設けてほしいというご要望をいただきました。（それを受けて、）皆様の

ご意見をお伺いしましょうという教育委員会の決定がございました。全

く白紙で何も示さずにご意見を伺うという方法もあったと思うのですけ

れども、最低限、こういった案が可能ですよねというたたき台をお示しさ

せていただこうというところで、まず不可能な案というのを、選択肢から

消させていただいた次第です。 

不可能な案というのが、例えば千里第二小学校が東側にあるのですけれ

ども、ここは過大規模校で通学区域の見直しを検討しないといけないよ

うなレベルでございますので、ここに校区変更というのは不可能という

ことで、選択肢から外させていただきました。 

南側の豊津第一小学校。こちらも同様の理由で選択肢から外させていた

だきました。 

残る小学校が千里新田小学校であったり、山手であったり、江坂大池であ

ったり。ここに関しては、様々な課題等があるというのは重々承知しては

おりますが、可能性がゼロというわけではございませんので、その可能性

がある案だけ残させていただいて、たたき台として皆様にお示しをさせ

ていただいた次第です。 

 

教育委員会：あと、安全対策のことをおっしゃっていた、おそらく円山町で山手町へ行

く場合でしたら、ローソン近くの踏切を渡る際、あそこも横断歩道のみの

設置で信号機とかが無かったり、もちろん、皆さんが一番ご心配なさる、

踏切という一番大きな課題もございます。クリアすべき課題はあります

けれども、そこを我々として何とかできないかということで、今後検討し

ていきたいと思っています。 

過去に校区変更した際に、横断歩道と信号機を設置した実績もございま

すし、そこはできる、できないも含めてまず検討させていただいて、関係
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当局とご相談させていただきながら進めるという形になっておりますの

で、我々としても安全確保した上でお子さんに通っていただきたいとい

う思いは、保護者の皆さんと同じだと思っております。ですので、その辺

りはしっかりと安全の方も確認した上で案を練っていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

 

保 護 者：すいません。今回、校区割りとかスケジュールの案は白紙になったと伺っ

たんですけども、なぜ今日白紙になったのかというのを教えていただき

たいのと。 

先ほど不可能な案を除外したということは、将来的に検討する時も、結局、

当初の３案の中からどうするかということに戻っていかれるのかなと思

ったんですが、その２点について教えていただけますでしょうか。 

 

教育委員会：中止、白紙になったのが、5 月の 18 日に、私どもの教育委員会のトップ

の教育長と市長部局、市長との協議がありまして、そこでこれまでの私達

の説明会での保護者の皆様、地域の皆様の反応を、しっかりとお届けさせ

ていただきました。 

その協議の中で、先ほど申し上げた通り、拙速ではないのかと。子供の教

育環境を良くする、その考え方は認めるけれども、余りにも保護者の方た

ちとお気持ちが乖離しているのではないかというようなお話が出ました

ので、我々の方で再度検討して、一旦白紙にさせていただいて、皆様とし

っかり丁寧に時間をかけて進めていくという結論に至った次第でござい

ます。 

２つ目の質問、また見直しする時に、今回（の案は）たたき台ですけれど

も、提示した３つに戻るのではなかろうかというお話なのですが、あくま

でも今回はたたき台でありまして、何がしかの案をご提示しなければ、皆

様も「じゃあどうしたらいいの、白紙で良いんですか」というようなこと

になってしまう恐れがあります。たたき台を提示することによって、皆様

からのご意見の集約も、非常に我々としてはありがたく集約できるのか

なと思っておりまして、そういったご意見を踏まえて、しっかりと案を作

っていく予定にしておりました。 

次回のご心配なのですが、変更するにあたっては何がしかの案をご提示

はしなければいけないと思うのですけれども、ご提示に至るまでには先

ほど当初から皆様とお約束しているように時間をかけて丁寧に進めてい

きたいということで、ご理解を得ながら進めていくということで認識し

ていただければと思います。 
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保 護 者：お三方の質問に少し重複する部分もあるかと思うんですが、このホームペ

ージの、その過大校の（時期の）分散ですね、そういったところの説明を

読ませていただきまして、資料等ですね、漠然として抽象すぎるというの

が正直感じました。 

この２年後であったり、３年後であったり、４年後であったり、その時期

によってですね、私は初めにおっしゃられた方、３年後であれば、今３年

生が卒業とかですね、４年後であれば今２年生とか。まあそういったとこ

ろでですね、時期の問題っていうのは、常に発生するのかなというふうに

は感じております。 

そういった上でですね、今回白紙に戻られたということなんですけれど

も、Ａ案Ｂ案Ｃ案を考えるにあたってですね、例えばその、Ａ案は竹園、

でＢ案は江坂５丁目、でＣ案は円山町ということでしたけれども、長期的

に、何年後で過大数で何クラスになるっていう形でホームページの資料

が作成されたと思うんですけれども、もう少し市民にですね、具体的に分

かるような、数値を提示していただきたいんです。 

例えば竹園では、竹園１丁目では何世帯あって、この現時点で、例えば 12

歳以下の子供たちが何名っていうのを統計的に、数字で分かりやすく出

していただきたい。※Q２ 

それとあとは、市役所の方々なので、これから住宅開発だとか、マンショ

ン開発、不動産屋さんの方で、土地開発申請っていうものがあると思うん

ですけれども、そういった中でこれから住居が建つ戸数だとか、そういっ

たことも明確に数字としてあらわれるはずなんですよ。そういった中で、

例えば、竹園で 50 人、江坂５丁目で 100 人、円山町で 150 人だとか、そ

ういった形でですね、じゃあ何年後かとかまあその辺の具体的なところ

までは分からないにしてもですね、何人いるから２年後は過大になりま

すだとか、この地区を外せば何人が解消されて千三小の課題が解決しま

すだとか、そういった具体的な数字をもって、きちんと理論的に説明をし

ていただかないと、正直抽象的な資料を拝見してまして、何を根拠にって

いうのが、まず理解をできないかというのが正直な感想です。そういった

資料の方を開示していただくことを求めたいなと考えております。 

 

教育委員会：ありがとうございます。今のご質問に限らず、他の会場のご説明にあたっ

ても、そういったご要望を頂戴いたしております。 

今回、情報開示で至らなかった部分と反省するべき点もあると認識はし

ておりますし、皆様にご理解、ご納得いただくためには、今おっしゃった
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ような、しっかりとした、何年度に児童数が何人で、（そこから）何人増

えるといった数値的な根拠※Q３ですね、今後皆様とお話を進める上でお

示ししながら取り組んでいきたいと思います。 

 

保 護 者：円山町に住んでる者なんですけれども、いくつかご質問あるんですけれど

も、１つは信号機の設置についてです。今日たまたま免許更新があって吹

田警察に行ってきまして、通学路に、信号機の新設というお願いをしたら

できるものなのかというのをお伺いしたらですね、なかなか新設という

のは、相当難しいという返事だったんですけれども、それは市とか、教育

委員会がお願いしたら、もう少しハードルが下がるものなのかというこ

とが１点目ですね。 

あと、学校規模の適正化についてなんですけども、文科省の方針に沿って

やっておられるのかなあと感じているんですけれども、それはそれで教

育委員会の皆様も大変かなと思うんですが、この学校規模の適正化って

いうのはクラスの少人数化というだけじゃなくて、小学校全体の（規模

を）、コンパクトにしないといけないと。これはどれだけ、教育委員会は

守らないといけない強制力があるのかということと、あとは、いつまでに

しなければいけないのかという、期限が設けられてるかどうか。 

あとは、これ文科省の、どこが言いだしっぺなのか、それともどこかの政

策、（具体的な）あの議員の政策なのかということをお伺いしたいです。 

 

教育委員会：信号機の設置については、ご認識の通り、そう簡単に設置できない、交通

の流れを見た上で設置すると伺っておりますので、一旦学校とご相談し

ていただくことになります。教育委員会が言ったからすぐ設置されると

か、そういったことは、相手さんがあることですので難しいのですが、ア

クションとしては、地域の方からもお声を上げていただく、あと学校とし

てお声を上げていただくと、そういった方法もありますので、それをまず

学校にご相談いただくか、教育委員会の方にご相談いただければ対応さ

せていただきたいと思います。 

学校規模適正化のことなのですけれども、文科省が一定の基準を示して

おります。平成 27 年に文科省の方での方針という形で定められておりま

す。その中で、表現としたら、適正化した方が良いと。ただ、やるにあた

っては、保護者の方であったり、学校は地域の核になっていますから、そ

ういったところや、あとは地域の歴史なども踏まえて丁寧にやっていき

なさいというような指針が出ておりますので、我々、今回はちょっと、な

かなか皆さんにご心配をかけた結果にはなったのですが、文科省として
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の指針はそういうふうになっておりますし、また、いつまでに絶対しなけ

ればならないというような定めはございません。ただ、35 人学級に関し

ては、令和 7 年の４月から、１年生から６年生まで全員、１つの教室で

35 人で勉強してくださいね、学んでくださいねとあります。 

学校規模の適正化、学校内での学級数ですね。学級数をコンパクトにしな

さいということに関しては、強制力はございませんので、各自治体でそれ

ぞれ判断して、子供さんたちの環境をより良くしていくというようなこ

とで取り組んでいる状況です。 

（具体的な議員の政策なのかという質問については）文部科学省で決定

されたものであり、特にあの政治家さんというような認識は無くて、文部

科学省から指針が出ておりますので、それに基づいて私たちの一定の考

えを持ってやっているということです。 

 

保 護 者：ちょっと言いたいことが３点ありまして、まず１点目。 

今回ね、Ａ案Ｂ案Ｃ案と３つ素案があったのが一旦白紙とはなりました

けれども、この先やっぱりこの地域に住んでる方っていうのは白紙にな

ったものがやっぱずっと不安が残ると思うんですね。ここに住んでおら

れる方っていうのは、やっぱり千三小学校に行かせたいっていう思いも

あって転入してきたっていうのもあると思うんですよ。なので、もしこの

先も、このような素案があった場合に、なかなか住民の理解っていうのは

得られないと思うんですけれども、そういった場合に、適正化するにはど

うしようかってすごい行き詰まると思うんですけれども、例えばもう今

住んでる方はそのままで、新たに転入してくる方にはちょっと新しい学

区になりますっていうような対策を取るのかとか、どのように行き詰ま

った場合に、適正化、どうしはるのかなというのが気になるのが１点目で

す。 

2 点目なんですが、この千里山竹園１丁目の区域というのは、平成 15 年

度にもともと千里新田小学校から今の千三小学校に校区変更となってお

ります。その時の選定理由として、平成 13 年度の新田小学校の学級数が

26 学級あって、適正規模の許容範囲を超えているということで実施され

たとのことです。で、現在も新田小学校の方は準過大規模校であって、こ

の先も学級数が 26、27、28 ぐらいになると見込まれるので、結局、前回

許容範囲を超えてるからって言って校区変更したのに、また今回はちょ

っと千三が多いからまた（千里新田小学校区に）戻しますって言っても、

その戻す時も、いや前回ほど学級数多いじゃないですかってなって、結局

たらいまわしになってるみたいで、全然適正化になってないような感じ
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がするんですけど、なぜ今回そのような（案が）、素案の一つに上がった

のかなあというのが２点目です。 

３点目が、もしね、この先校区変更が発生するとなった場合に、前回平成

15 年の校区変更時には在学生はそのまま卒業まで、そのまま小学校通え

ますよということだったみたいですけれども、中学校からは新しく学区

変更になった場所に行ってくださいねというふうに、何か資料では確認

しました。ただね、やっぱりこの地域に住んで良かったっていうのは千三、

一中に行かせたいという思いは強いと思うので、もし万が一この学区変

更がこの先発生する場合は、その中学３年まで見据えた最大９年間の一

貫教育みたいな感じで考えていただきたいなと思います。以上です。 

 

教育委員会：千三が今後行き詰った場合にはどうするのかということで、非常にこの辺

りにたくさんの方の入居の希望があって、お隣の千里新田であったり線

路を挟んだ千二であったりとか（の地区は）、非常に児童数は膨れ上がっ

ているところでございます。 

行き詰まった場合ですね。どこも、例えば、ちょっと２つ目の質問と重な

るかもわかりませんが、千里新田もいっぱい、千三もいっぱいで、子供さ

んが移れるところが無いとなった時に、校舎を増築するとかそういった

ことを考えなければならないとは思っているのですけれども、非常に悩

ましいのは、千三小学校、皆さんもよく行かれていると思いますが、増築

増築でかなり校舎が建っている状況になっています。もうグラウンドを

潰さざるを得ないような状況等にもなっておりますので、我々その辺り

も考えながらですね、なかなか、今の段階でこうということはないんです。

新しい校区が（設定でき）なければ、現状で何か考えなくてはならない。

先生を少し多めに配置して子供さん一人一人に目が行き届くようにした

りとか、そういったことで対応をしていくのも一つの方策であるとは思

っております。千新がなぜ候補に挙がったのかということですが、ご指摘

の通り、千三のお子さまの何名かが千新に行った場合、千新も千三と同じ

ぐらいのレベルになって、結局両方ともが同じような、ゆとりが他の学校

と（比べて）そんなに無いような状況なのは、我々も認識しておりますの

で、悩ましいです。ただ、まず目の前の 31 学級を超えた、そのことをま

ず解消させていただきたいという思いで、千里新田の方にということで、

案をご提示させていただいたところです。 

また、中学校３年生までの９年間を一貫してということなのですが、ご要

望は承りました。私どもは９年間のカリキュラムとか、その辺りをちょっ

と答えられる立場にはないので、そこはご回答を控えさせていただきま
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す。ただ、経過措置の一つとして、例えば旧の小学校で出たらその小学校

に紐づいている中学校に行っていただくとか、そういったことで保護者

の方のご心配、お子さんの不安も和らぐのであれば、こういったことも考

えていきたいと思うのですけれども、やはり受け皿となる小学校、中学校

の規模、子供さんの人数、学級数というのもしっかりと見ていかなければ、

何が何でも経過措置を取ったら結局は過大規模が解消できないというよ

うな事態になりかねませんので、そこはその時々の子供さんたちの状況

を見ながら、皆様に最適な対応をご提示させていただきたいと思います。 

 

教育委員会： 

（Zoom 質問）：今からちょっとチャット側でちょっと質問いただいておりまして、そこか

ら出てきたものについて取り上げさせていただきたいと思います。 

過去の部分の通学区域の見直しの経過措置の件とかなのですが、在校生、

１年後には、前回の部分では１年間の経過措置があったことは確認しま

した。ただ在校生は１年後に全員転校と、中学入学時には新しい学校にな

ったと記憶しているということで、今回過去事例が前提にならないと認

識しましたけれども、ということなのですけれども。 

先ほど申し上げましたように、具体的な部分に関しては白紙という形に

なっております。経過措置といいましょうか、できる限り、今回、次に見

直す際にはできるだけ皆様の意見をいただいて、できるだけ負担がかか

らないように努めていくような方針で進めさせていただきたいと思って

います。 

２点目なのですけれども、今回の案はたたき台ということですが、Ａ案の

ことをおっしゃっているのですけれども、竹園地域が千里新田に移る場

合は 30 クラスを超えますよねということで、超えるということはじゃあ

玉突き、いわゆる次の行った先での通学区域の見直しがあるんじゃない

かということのご質問をいただいております。 

ここでの質問もあったと思いますが、具体的な数値を出して欲しいとい

うところもあったかと思います。実際我々としましても、今回であれば竹

園１丁目に今、１年生が何人住んでいる、２年生が何人住んでいるという

のは住民基本台帳の情報であるとか、学校からも情報をいただいており

ますので、その部分に関しては、地域の児童の数と未就学児の数というの

は把握させていただいております。 

その部分に関しまして、では令和６年から一気に動かした場合どうなり

ますか、あるいは１年生から動かした場合どうなりますかというところ

のシミュレーションというのは何回も重ねさせていただきまして、その
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中で、今回、31（学級）を超えない範囲だというところをピックアップさ

せていただいた次第でございます。 

１年生から段階的に令和６年から通学区域を見直した場合に関しまして

は、31（学級）は超えないというような結論になっておりますので、ここ

の部分に関しましては、次の千里新田で玉突きが起こるというようなこ

とは避けられたというふうな分析結果となっております。よろしくお願

いいたします。 

たたき台も今回白紙になりましたので、そういうところも含めて今後時

間をかけてしっかりと保護者の意見を聞きながら取り組んで参りたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

最後、少なからず今回提示された案に賛成の方がいたのではないのかと

いうことで、そういう方（から）も事前の集計で適正化を図れるならとい

うこともご意見いただきました。今回は意見のところでそのアンケート

をさせていただきたいと思い、あくまで意見を聞くためのアンケートと

いう形にさせていただきたいと思っておりました。その中で、今回多数決

を取らない、あくまで今回示した素案の中でどういう課題があってその

課題を解決するにはどうするか、あるいは利点というところがあるので

あればそれをお示しいただきたい（というご意見や）、あとは保護者の思

いであったり、先ほど（ご意見があったように）在校生がいる場合はでき

るだけ残して欲しいとか、いろいろな保護者の思いもあろうかと思いま

すので、そこをできるだけ汲みたいというところになっております。 

かつ、ちょっと戻りますけれども、なぜ多数決をしなかったかというと、

少数の意見も大切にしたかったというのも正直ございました。例えば１

丁目を動かします（という案）だったら、２から５丁目は今回関係ないか

ら賛成と（１丁目以外の方に）言われてしまうと、それでせっかく１丁目

のしっかりした意見が多数決で埋没してしまうというようなこともある

と思いますので、できるだけ、まずは意見を聞きたいと。その中でもし利

点があるというのであれば、そういう部分で、そこも含めて、他の方など

の意見を聞きながら総合的に判断させていただきたいという思いでござ

います。引き続きご意見を聞く場というのを設けさせていただきたいと

思いますし、時間をかけて進めさせていただきたいと思いますので、その

際にはまたご協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

チャットからの方は以上でお願いします。 

 

保 護 者：すみません、円山町に住んでいる者です。重複な内容になるかなとは思う

んですが、去年１年間で、交通事故があった児童さんの件数。江坂大池小
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学校校区、山手小学校校区、もちろん千三校区ですね。（これらの件数）

も、ご存知なんでしょうか。※Q４それを比べて、出してはるのかなとも

思うんですが。 

あともう１点あるんですが、少し出ておりましたが、今回、保護者の方に

お話を聞いてる形が多いと思いますが、これ子育て世代、終わった方々は

何も知らない方も数多くいらっしゃると思うんですね。そうなると、千三

校区から外れますと、不動産価値が下がる恐れがありますよね。中には賃

貸でお貸ししてる家主さん（もいらっしゃる）。それはやっぱり千三校区

に通わせたいという親御さんが借りてらっしゃるのか（と思うのだが）、

賃料を今後抑えなければならないのではないかという一抹の不安がある

そうです。 

あと、今回はこのように保護者の方ばっかりなんですけど、次回お話する

時は、子育て世代以外にも、意見の場を設けていただけるのだろうかって

いう点も一つ気になっておるところでございます。失礼します。 

 

教育委員会：まず事故ですね、今回ご提示した３つの小学校の事故ですが、その件に関

しては事故件数をもとに、今回、ご提案をさせていただいてはおりません。 

あとは賃料等というお話もございました。それはそういうご意見もある

ということで、承りたいと思います。そういったご心配もあるとは思うの

ですが、我々としてはやはり子供さんの学校での生活が有意義なものに

なるようにというのを第一点にとらえてやっております。けれども、そう

いった影響もあるということで、我々認識させていただきたいと思いま

す。 

説明会の件については、丁寧に進めていくという中で、様々な意見を広く

いただくということはしていかなければならないと思いますので、どう

いった対象にしていくかというのは今後も我々の課題となっております

し、今教えていただいたように、保護者の方だけではないんだよというの

は、しっかりと受けとめたいと思います。ありがとうございます。 

 

保 護 者：学校生活を一番と今おっしゃられてたんですけど、通学路もめちゃくちゃ

重要な学校生活の一部だと思うんで、やっぱり事故のところはしっかり

見て欲しいなと思うのと、円山町含め他のとこもそうだと思うんですけ

ど、冒頭でもあったように、家が今どんどん増えてってる、世帯が増えて

いってると。で、今不動産会社とどういう連携を取られていて、今後入ら

れる方には、どういう説明をしているのか。というのも、円山町であれば、

最近入られた方が、千三区域ですよっていうふうに案内されてるってい
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うふうに聞いてますし、僕も円山町に住んで、千三、吹田一中っていうと

ころに魅力を感じて住んでるので、今後入られる方にどういう説明をし

ていくのかっていったところも教えていただきたいです。 

 

教育委員会：事故の状況に関しては、きちんと把握させていただきたいと思っておりま

す。 

 

教育委員会：我々、教育委員会が、住宅の開発事業者さんがマンション建てるとか、そ

ういった場合には、戸建てもそうなのですけれども、事前協議というもの

をさせていただいております。この事前協議の中で、なるべく家族向けの

マンション。例えば千三とか千二とか、もう学校（のキャパシティが）い

っぱいなので、なるべく建てないでくださいというお願いをさせていた

だいています。なるべく高齢者のマンションであるとか、あるいは戸建て

にしていただくとか単身マンションにしていただくという協議をして、

どうしても家族向けのマンションという場合には、分散してなるべく開

発時期を遅らせていただくとか、２期、３期、４期と分けていただくとい

うような協議もさせていただいています。その協議の中で、校区見直しの

可能性がありますよと、そこはきちんと皆様にご連絡、周知をさせていた

だいて、買った人が「そんな話は聞いていない」ということがないように、

協議したところに対してはご連絡させていただいているところです。そ

の辺りは今後とも気を付けさせていただきますのでよろしくお願いいた

します。 

 

保 護 者： ＹｏｕＴｕｂｅ等を見させていただいたんですけれども、今回は白紙に

戻されたということで、ちょっと分かりかねるんですが、通学路を円山町

から山手小に行く場合、どのように制定された上でその案が出ていたっ

ていうのをちょっと教えていただきたいんですが、可能でしょうか。 

 

教育委員会：この道を通学路としてというような決め方はしておりません。円山町から

山手町に行くと、我々も何回かは歩いたりしています。坂道を上ったり下

りたりするよねという思いを持ちながら、今回、子供さんが山手小学校に

通うには危険な箇所もあるけれども、まずは可能性としてはあるよね、と

いうようなことで決めさせていただきました。 

 

保 護 者：ありがとうございます。吹田市の教育委員会さんも、スローガンに安全と

いうものを掲げてらっしゃると思うんですよ。私も安全にまつわる仕事
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をしておりますので、校区の編成というのはもちろん大事なんですが、や

はり子供たちの命を、一番守るべきではないのかなと感じます。 

踏切の事故っていうのも、やはり周辺の住民さんですとか、阪急電鉄さん

たちもトラブルに巻き込んでしまうことにもなりかねませんし、不可能

な案っていうものを先ほどお伺いしましたが、その中に、安全を特に意識

したものを考えていただきたいなと思います。 

というのも、記憶に新しいのが、高槻市で起きましたブロック塀の事故な

んですけれども、あの時も、教育委員会さんには、ここは危険なんじゃな

いかっていうのは、前々から上がっていたが、それを無視していて起きて

しまった事故っていうことです。で、（私たちは）事故が起きそうなこと

を懸念しているので、（危険だと）分かっていながらもそこに安心して子

供を通わせることはちょっと保護者として厳しいので、やっぱりそこの

ところを意識していただけたらと思います。 

 

教育委員会：私も保護者の立場であれば、小さい１年生が踏切を渡る時にどれだけ保護

者の方が心配なさるかというのは容易に想像できますし、おっしゃるこ

とはその通りだと思います。 

危険な地域というのは、それはクリアしていくべき課題でもありますし、

これができない状態でそこに子供さんを通わせるのかというようなとこ

ろを、しっかり答えを見つけまして、やはり安全最優先（で考えなくては

ならない）。子供さんの通学路の安全というのが保護者の方一番気になる

ところだと思いますので、しっかりとお気持ちいただきましたので、次の

検討の際に役立てていきたいと思います。 

 

保 護 者：私自身もう何十年も円山町に住んできましたが、ほぼずっと住んでいます。

それで、しかも今、子供は卒業したんですけど、千三小でこの話があるよ

って聞いた時に、「えっ」て、あの踏切絶対危ないやん、って思ったんで

すね。で、実際、私踏切の近くのローソンの辺りも日々歩くんですけど、

あそこの踏切で、子供じゃないですけど、数年前に、バイクと、何か事故

があって、近隣の、今は無いんですけど、カフェの隣の不動産屋さんとか

の男性とかその辺の男の人で助けに行く現場も見てるんですね。あそこ

の踏切は、私はもう怖すぎて通りたくない。大人でも怖いし、その前の横

断歩道も、ほぼほぼ車が止まってくれない。横断歩道もかすれている、近

くのミラーはよくトラックがぶつかって曲がっている、ものすごく危な

い場所なんです。 

私の子供が違う場所で交通事故に遭ったことがありまして、人一倍交通
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事故（に気を付けていても）、子供がちゃんとしてても轢かれる。 

低学年（の児童というの）は幼稚園を卒園して、こんな子がランドセルを

背負って（危険な場所を通って通学するなんて）、想像しただけでも怖す

ぎるので、そこは絶対的に、この横断歩道橋を作りましょうだとか、ちょ

っと信号を作りましょうとか、そういうレベルの話では、私の中ではあり

えないことです。 

あと、ずっと円山町に住んでるんですけど、やはり近隣、ご近所の方も、

親子３代、うちなんかよりもっと住まれてる、お孫さんもいらっしゃると

か、ずっと長い方のこととか、新し（く越してきた方だ）から駄目とか全

然ないんですけど、そういう方のことも考えたり（してほしい）。あと、

今、子供のことが大事（とおっしゃったことについて）、それは当たり前

のことなんですけど、学校生活。でもその子供はいずれ大人になるので、

その、引き継いだお家が（円山町に）あった場合に、円山町にもし住むな

ら住んでいく、まあ別にその校区にね、人間の数はコントロールできない

ので難しいんですけど、簡単に、どの地域も簡単じゃないからこそ、難し

いんですけど、やはりさっきもありましたけど、安全は絶対に、大人が気

をつけなきゃ、子供ってすごくちっちゃいですし、円山町の意見ばかり言

ってあれなんですけど、あの踏み切りは絶対に私は今現在、今（自分の）

子供が渡ることはないですけど、想像しただけで、いくら立ち当番の見守

りをしたとしても、恐怖でしかないです。 

子供ももちろんすごく大事ですけど、地域も大事だなと思います。 

あと最後ですけど、円山町ってすぐチラシとかでも千三・一中区域ってす

ごいアピールされてて、それをもってやはり環境が良い場所ですので、千

三も一中も、（入学したいと）思って来られる方もいらっしゃいます。そ

れによって、あの地域は良いからって言ってその住宅とかなりの価値も

変わったりするのかなと思います。一番言いたいのは、踏み切りは危なす

ぎるってことですけど、よろしくお願いいたします。 

 

教育委員会：他の方からも踏切の危険度について我々にお伝えいただきました。実はア

ンケートの中で、地域の方ならではのお気づきいただく点とか、ここは危

ないよとか、ここは歴史的にこういう経過があるよとか、そういったこと

をお答えいただいて、我々の案にも反映させていただくというつもりで

今回アンケートをさせていただいております。当然こういった説明会で

もいただいたご意見をしっかりと受け止めて、今後皆様と一緒に丁寧に

進めていきたいと思いますので、貴重なご意見ありがとうございました。 
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保 護 者：すいません。よろしいですか。江坂町５丁目に住んでるんですけれども、 

今回の見直しにあたって、千里第三小学校児童数は令和９年に 1,069 人

となる見込みということで、適正になれば 35 人で 30 クラスが基準と言

われてて、それは単純に掛け算して 1,050 人というふうになるんですけ

れども。今回の見直しにあたって、この千三小の児童数の何人くらいまで

（になるように調整）する予定があるのかっていうのをちょっと教えて

ほしいんですけれども。 

 

教育委員会：我々、学校規模の分類を、基本方針の中でさせていただいておりまして、

１つの学校で31クラス以上の学校は是正させていただくという範囲にさ

せていただいておりますので、31（学級）以上にならないように取り組ま

せていただいております。 

 

保 護 者：それで、1,050 人ぎりぎりになるように調整される予定なのか、もっと余

裕を見た人数調整にされるのかというのをちょっとお聞かせいただきた

いんですけれども。 

 

教育委員会：1,050 人とかという人数ではなくて、学級数というところに我々着目をさ

せていただいております。先ほどの分類でお話ししますと、標準規模を 12

学級からは 18 学級。これは最も運営しやすい規模であると考えておりま

すので、それに近づくのが一番良いと思っております。 

ただ、周りの学校のキャパシティであったり規模であったりというとこ

ろもありますので、そういった全体のバランスを見ながら、31（学級）以

上にならないような、まずは取り組みをさせていただくということでご

ざいます。 

 

保 護 者：今回の A 案から C 案という案は、どれか一つを選択するという予定だっ

たのか、それとも全部採用する予定だったのかっていうのは、どんな感じ

だったんでしょうか。 

 

教育委員会：あくまでたたき台ですので、固執するというところはないのですけれども、

例えば、Ａ案を採用した場合にはＡ案だけで完結する、Ｂ案を採用した場

合には（Ｂ案だけで）完結するというようなシミュレーションをした上で

お示しはさせていただいております。ただ、例えばＡ案とＣ案の併用案と

か、他にもっと良い案があれば、皆さんのご意見を伺った上で検討を進め

させていただきたいとは考えておりました。 
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保 護 者：北大阪急行、地下鉄御堂筋線とか阪急とか通ってる都合上どうしても人口

ってのはこの辺の地域に増えてしまうんですよね。で、特にこの辺増えて

るんですが、豊中市等も多分いっぱいこんな状況なのかどうかはちょっ

と私把握してないんですけれども、広域的に（人口に対する働きかけを）

やっていかないと、鉄道沿線っていうところはどうしても人が増えてい

くと思うんで、市町村の壁を越えて見ていっていただくのも一つの案な

のかなと思っております。 

逆に地方の例になるんですけれども、県境とかにあるような小学校とか、

隣の県に越境で行くとかいう事例もあるって聞いてますので、（そういっ

たことも）できないことはないのかなと思ってるんで、長期的な観点から

見てご検討いただければいいかなと一つ思っているっていうことをお願

いします。 

 

教育委員会：貴重なご意見ありがとうございます。そういったところも、研究させてい

ただきながら検討を進めたいと思います。 

 

保 護 者：江坂５丁目に住んでいる者です。江坂５丁目は大池小学校に行くというこ

となんですけども、大変交通量の多い新御堂を渡らなくてはいけないと

いうことで、祝橋の交差点も、１回の青の信号で全部渡り切るのは大人の

足でも難しい中、子供（が渡るの）は危険だと思いますし、ちょっと下に

下りたところに歩道橋があるんですけども、ちょっと老朽化していて、小

さい子供が重いランドセルを背負って歩くのにも厳しいと思いますし、

もし地震で親が迎えに行くとなった時も、その歩道橋は大変危険だと思

いますし、その辺はもう考えていらっしゃるのかなと思うのと、またＹｏ

ｕＴｕｂｅの動画を見ましたら、大池小学校も将来、教室数が不足になる

ということで、どうして江坂５丁目が選ばれたのかと疑問に残る点があ

りまして、その点を説明していただきたいと思います。 

 

教育委員会：ご指摘の通り、先ほどの線路があるであるとか、新御堂筋があるとかとい

うところは我々も把握はさせていただいておりますし、懸念はしており

ます。そこに関しましても、本日いただいたご意見をきちんと踏まえた上

で地域の皆様やＰＴＡの皆様、丁寧に議論をさせていただき、考慮した上

で議論をさせていただきたいと思っております。 

江坂大池小学校でございますが、あちらも人口が増える傾向でございま

して、本年度増築工事をさせていただく予定でございます。その推移を見
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ながら、今後千三の受け皿になり得るのかどうかというところは、注視し

て検討をさせていただきたいと思っております。 

 

保 護 者：学校規模の適正化についてまたお伺いしたいんですけれども、クラスの数

をある程度一定の数に抑えたいということで、そこは文科省としたら義

務ではないということですよね。 

動画を拝見したんですけれども、もともと千三小学校は大規模な学校で、

それを特徴として活かしていこうというのが昔の方針だったということ

ですけども、文科省が義務じゃないと言ってるのに、そこを無理くり推し

進めていくというのは、何か吹田市の教育委員会でそれなりの理由って

いうのはあるんでしょうか。 

 

教育委員会：おっしゃるように、これまで教育委員会としましては、規模を特色という

ふうに捉えて、その特色を生かした教育を学校現場で進めていこうと。大

規模であれば、大規模のメリットというのがありますので、デメリットを

抑えた上でそのメリットを活かした教育を進めさせていただくという思

いでこれまで来ました。 

ただ、35 人学級（を標準と定める）法改正がございまして、そこで市内

で一気に必要とする学級数が増えてしまうというような状況の中で、ま

た、過大規模校、31 学級を超えるようなマンモス校が次々複数発生する

という見込みが立ったところで、もはや過大規模を特色と言っていられ

ないという判断の下、冒頭申し上げました審議会を立ち上げて、これから

どうしていくべきかという議論に入らせていただいて、今日に至った状

況でございます。 

 

保 護 者：すみません、江坂５丁目の者なんですけど、先ほども歩道橋の話があった

んですけど、あの歩道橋。暗くて、細くて、真ん中に、もう封鎖してある

んですけど、下りる通路もあって、もしあそこで、一方から誰かが追いか

けられても、子供たちは絶対逃げられないし、例えば、逃げるようなタイ

ミングがあっても、あそこを通るしか５丁目の方には来れなくなると、本

当に、危ないなと思ってるんですね。 

で、小学校はそれで、大人とか保護者とかが見守れたとして、中学校って

また一中に戻れるわけではないので、その次って言ったら、江坂駅の方の

中学校まで通うことになるんですけど、その場合、通学路が全然読めない

んです。もしその歩道橋を使って渡っていったとしても、名神沿いの暗い

トンネルのところをずっと歩いていくのかとか、例えばもうちょっと、駅
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の方まで出て渡るのかとか、ちょっと可能性をいろいろ考えたんですけ

ど、ちょっとどの道も、小学生じゃないので歩けるとは思うんですけど、

とても危険だなって、ちょっと通うのどうかなって考えてるところでは

あるんですね。 

その中学校も見据えて、この、（校区編成案を）選ばれてるのか、とりあ

えず小学校だけ、通学路だけ見て選ばれてるのか、なんかその辺ちょっと

疑問だなと思っていて、そこはちょっと聞かせていただきたいなと思っ

てます。 

 

教育委員会：貴重なご意見ありがとうございます。冒頭ちょっと申し上げたんですけれ

ども、不可能であろうという選択肢をまずは省かせていただいて、残った

選択肢をたたき台としてお示しさせていただいたところでございます。

今後、検討する中におきましては、おっしゃったような安全面、小学生だ

けではなくて、中学生というところも見据えて、地域の方やＰＴＡの方と

お話しする中で進めさせていただければと思っております。 

 

保 護 者：すみません、江坂町２丁目、かぶせて失礼します。 

まず今回の見直しの中で、教育委員会さんは社会福祉協議会さんの方と

の区分けというのは、協議とか何か話をされたのでしょうか。このままで

は江坂町５丁目、この案を実行されるんであったら、江坂大池になれば、

江坂地区の方の、例えばイベントに参加する形になります。ただ江坂町５

丁目自治会の方は、千三地区の方の自治会の連合会に入っております。こ

のままいくとその、お年寄りたちは、千三地区の、イベントというか、よ

くある秋の運動会です。子供たちはその江坂の方で多分やってらっしゃ

るんでしょうね、ちょっと存じ上げないんですけど、そちらの方に参加す

るなり、江坂町５丁目がいわば年齢で分かれてしまう形になり、どちらも

盛り上がりに欠ける形になるのかなと思います。そのような本当に端的

なところなんですけど、そういった地域の力といいますか、すごい削がれ

ると思います。教育委員会さんはそういったことも考えた上で今回のこ

とは、社会福祉協議会ですとか、そこら辺の方と話し合いをされたのでし

ょうか。 

それともう１点なのですが、過去の事例をちょっと伺えればと思うんで

すけれど、今回その江坂町５丁目というのは新御堂筋を跨ぐという形に

なります。 

他にもその新御堂筋を渡るという意味では、これは新田小ですね。春日の

方から新田小に通ってらっしゃいますけど、そこはまだちょっと平地な
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部分。王将の前を横断する形になりますが、江坂町５丁目のその新御堂筋

の区域というのは本当にもう掘り込み型になった半地下のところで、他

に逃げ場がないじゃないですけれど、全くその地域として隔絶されてる

んですよ、江坂町３丁目などの方とは。 

その中で、言うと（校区見直しには）基本的には反対なんですけど、例え

ば小学校区見直しという形の中で、過去にインフラ整備をされたですと

か、そういうような事例はあるのでしょうか。 

これ多分、全然別件ですけど、今回その円山町と山手小学校の間というの

は、豊津駅から関大一中の辺り、遊歩道整備されるじゃないですか。僕は

それが良しという意味じゃないですけど、ちょっと少しね、地域間の断絶

というのが少なくなるとは思います。 

全然別件とは思うんですけど、そのような過去に同じように小学校区を

見直すから、こんなインフラを整備しましたっていう事例とかは把握さ

れてますか、というか、どんなことをされたでしょうか。 

 

教育委員会：おっしゃるように、市内の各種団体は、小学校区を基本として、組織して、

活動されているという団体が、数多くございます。 

我々は確かに教育委員会で、教育を語るという立場ではございますが、地

域に対する影響、ご負担というところにも配慮しなければならないと思

っております。庁内、役所内の各関係部署、影響するであろう部署とは、

これまでも情報共有、連携をさせていただいております。おっしゃるよう

に社協さんでしたら福祉部が所管しておりますので、福祉総務室になろ

うかとは思いますけれども、情報共有をさせていただいておりますし、今

後につきましても、関係する部局につきましては密に情報共有しながら

進めさせていただきたいというふうに考えております。 

それからインフラの関係ですが、これは警察の方に要請をかけて行うと

いうことで、先ほどもご質問いただきましたが、横断歩道の設置であった

り、信号機の設置、またガードレールが（設置）できないところであれば、

道路の端を色分けして、ここは歩行者が通るんですよというような、車両

が通行するところと歩行者が歩行するところの色分けをしたりとか、過

去、非常に暗いところを通らなければいけないというようなところであ

れば、照明を設置したりですね、あと公園の茂みが気になるから、そこは

死角にならないようにしてくださいというような（意見を採用したこと

もある）。 

少しインフラとは違うのですが、そういった安全面の配慮というのには

取り組んでおりますので、子供さんが通ったらどうなるかというのをし
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っかりと考えながら、可能な対策を取っていきたいと思っております。 

 

保 護 者：すみません。チャットでいくつか良い質問出てるなと思ってるんですけど、

そこ拾っていただく時間をいただけるんでしょうか。 

 

教育委員会：はい。今、会場の中で、お二方ほど挙手されておりましたので、そのあと

チャットの方に移らせていただきたいと思いますので、もうしばらくお

待ちください。 

 

自 治 会：今日皆さんがどんな反応を示されるか、生の声を聞きたいと思って来てま

す。皆さん心配事、もっともな話ばっかりされてるんですけども、ちょっ

と私は切り口変えましてね。 

要するに 35 人 30 クラスっていうふうに固執されてるんですけどね。そ

ちらの方で、推計で出されてる新入生、在校生は数字が分かってるわけで

すから、新入生で、令和 5 年ですね、来年、新入生がちょっと多めなんで

すね。再来年も、ちょっと多めなんです。それ以降は、そちら側がされて

る推計を見る限りは、普通の数字なんです。新入生ですよ。ということは

ね、この制度っていうのは、冒頭おっしゃった、令和 7 年 4 月の実施で

したっけ。令和 6 年ですか、どちらですか。 

 

教育委員会：一旦スケジュールは白紙に戻させていただきました。 

 

自 治 会：違う。言いたいことはそんなことじゃなくて、そうしますと仮に令和７年

を基軸にするとね。その時に、２年生の子が卒業する前ですから、４年間

ぐらい。4 年間だけ、ちょっとこれ学校サイドで先生方が工夫するとか、

それから運動場の運用を考えるとかさえすれば、別にこんな大騒動にな

らなくても済むんです。だから白紙撤回ということですけども、多分これ

千三地区に限らずね、他の地区でもすごいことになってるから、市長がね、

発言されたと思うんです。 

ということはね、数字を合わせることばっかりを考えずに、現場もね、何

か工夫。私、前の地域の説明会でも申し上げたけども、全国津々浦々の学

校を、35 人 30 クラス統一なんてできるわけないでしょ。そうしたらそ

の、ちょっとぐらいの幅とかね。 

学校サイドの我慢、先生方の苦労、分かりますけども、それを何とかしの

いでやってもらったら、何年後か今言いましたように、普通に戻るんです

よ。その普通に戻るまでの、数年間のために、こんな措置を実施するって



21 

 

いうのは、ナンセンス極まりない。以上です。 

 

教育委員会：ありがとうございます。今後の参考にさせていただきたいと思います。 

 

保 護 者：住民からの寄付と千三地域の空き地の状況について教えて欲しいんです

けど。 

あと、7 月にも説明会があると聞いてるんですけれど、今後の、白紙にな

ったとはいえ今後のスケジュールが不安で不安でしょうがないんでちょ

っと教えてほしいんですけど。 

竹園の方も江坂の方も、賛成の方さっきいらっしゃるって言ってました

けど、聞く限りこう反対しか聞いてなくてですね。で、先ほどの踏切の前

の話とか聞いてると、子供３人まだ小学生いますので、聞くだけ涙が出て

くるんですけどね。反対ばっかりじゃないですか。ただ、反対ばっかり言

うてるとね、いつもこう意見が。誰かが教育委員会に「反対だ」（と言っ

ても、教育委員会としては）これ 35 人にせなあかんわけで、なんか代案

ないんかってこうね、思われると思うんですね。で、代案をちょっと考え

たんですけれども、寄付ですね。住民の寄付。 

これって、教育委員会の方からは言いにくいと思うんでね、寄付しろとは。

で、それを、もし寄付があれば、さっきちょっと言ってもらった増設とか

ね、あと円山町ってちょっと空き地あるから、あの辺に新設で円山小学校

とか、そういう代案っていうのはないんでしょうか。寄付についてはそれ

だから寄付しなさいよと、それは（教育委員会は）おっしゃらないでしょ

うから。 

円山町の自治会の方からもおっしゃってくれておりましたけれど、今日、

円山の丘のハウスメーカー3 社が、打ち合わせしてはるんですよ。なので

円山の他の自治会が、今日以降で早めに作られるはずなんですけど。そう

いう、なんか地域が集まって、寄付というか、寄付って言うとその、吹田

市も税収多いでしょうから。（もともと資本は）あるんでしょうけど、さ

らに（余地が）あると、何か考えてます。 

ただもう、地上げじゃないすけど、地域の住んでる方がどかないよって言

ったら、どうしようもないでしょうけど、そういう空き地とか、寄付とか

についてどうお考えでしょうか。 

あと今後その白紙に戻ったとはいえ、なし崩し的に、地域が変わりました、

山手小学校にどうぞ、っていうのだけはやめて欲しいんでね。そのタイム

スケジュール的なところです。 

寄付はあればありがたいですって言うんであれば、僕必死に集める、まあ
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みなさんお金のことなのでシビアですから、ドキドキしますけど、自治会

ができたら頑張ろうとかね、ちょっと思ってます。なので、寄付について

どうお考えか。それは、税収プラス寄付やったらパワフルですっていうふ

うに思ってはるのか。あと、空き地ね。空き地なんてどうしようもないと

思うんで。あと、スケジュールお願いできますでしょうか。 

 

教育委員会：寄付という考えはございませんでした。おっしゃるように、我々がなかな

か、寄付してくださいというような立場ではございませんし、子供たちの

施設というのは吹田市がしっかりと責任を持って、お金をかけていくと

いう姿勢でございます。 

寄付いただく（ことがあったとして）、じゃあ、（その寄付は）要りません、

ではなくて、もし子供のために有効にというようなご要望がありました

ら、それに応じた形でのご提案なりご相談をさせていただきたいと思い

ます。今回のご意見としていただきたいと思います。 

あと次、スケジュールのことでしたかね。今日、スケジュールやたたき台

の案が白紙になったところでございます。冒頭私申し上げたんですけれ

ども、答えられることと答えられないことがありますので、今後のスケジ

ュールについてもですね、これから我々の方でしっかりと考えていって、

それを、決まった段階で、地域の方、ＰＴＡの方にお知らせしていきたい

と思っています。７月のお話もですね、一旦、どうするかというのは今後

の検討になりますので、ご連絡差し上げた関係者の皆様方には改めてご

連絡をさせていただきたいと思っております。 

 

教育委員会 

(Zoom 質問)：続きまして２回目のチャットの回答から。また引き続き何件かご質問い

ただいておりますので、お答えさせていただきたいと思います。 

今回スケジュールを白紙に戻すということですけれども、これが正式な

報告というのがあるのかというところがまず１点です。「時間をかけて」

とはどのくらいかという、今後の方針に向けても時間をかけて参りつつ、

努めていきたいというところで、それはいったいどれぐらいなのかとい

うところです。 

それは先ほど申しましたように確かに白紙になっておりますので、そこ

の部分はしっかり皆さんのご意見を聞きながら進めて参りたいと思いま

すので、ちょっと現段階では申し上げることができないことはご了承い

ただきたいと思います。 

あと、ご意見といたしまして、今回、千三地区の場合の話になっているけ
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れども、例えば動いた先の、今回は江坂町５丁目の話になっているので、

と言ったら大池の話、大池側の意見というところもしっかり聞いて来る

ようにというところのご意見はいただいております。 

あとはやはり、子供の気持ちを考えて進めて欲しいというところ、通学の

リスクというのもしっかり考えて進めて欲しいという意見をたくさんい

ただきました。 

また、土地開発、今後もあるものについてどうする、どういうふうに対応

するものなのかというところを（ご質問）いただいております。 

こちらについては何回も説明させていただいてはいるんですけれども、

あくまでもお願いの形になります。いわゆる行政指導というような形で

ございます。ただやはり協議する際に、本当に千三地区っていうのは、

我々、その開発（の案）が上がるだけでも本当にしんどい。もう、正直凹

むんですよね。（業者の方に）来ていただいて（という時にも、我々も）

かなり言います。千三は今こういう状況です、もうかなり規模も増えてる。

じゃあ増築したらいいじゃないか（と思われるかもしれない）。（しかし、）

いや、もう増築するほどの場所も正直ないというところになります。 

こういう我々も千三（の児童数）をこれ以上（増やさず）、できるだけ抑

えたいという気持ちも開発業者にかなりぶつけているっていうのはもう、

これはちょっと正直分かっていただきたい。ただ、強制力はないというの

も本音です。今までにおっしゃったような、推計まで見せて、おたくのと

ころが建ったら今後こう増えて、35 人学級になってしまうと、36 クラス

とか 37 クラスになるんですよ、そんな場所は正直ありませんという話は

もうかなり口酸っぱく言っています。本当にやるとしても、一軒家でかな

り時間（をかけて）段階的にやってもらわないと、正直もう無理ですとい

うような話もかなり言っています。で、ある程度伝わっているところもあ

りますけれども、我々としてはここはできるだけ、限界という言い方が適

切かどうかわからないのですけれども、本当にそこの部分に関しては、皆

様の気持ちも含めまして、我々としても正直しんどいですので、そういう

ところはしっかり協議させていただいてるというところを、できればご

理解いただきたいと思っております。 

それから、増築したら良いんじゃないかというところもありました。先ほ

ども言いました、教室が増えればいいというものでもないですし、千三に

関しましては、そこを建てる余地というのも、運動場を三分の一削るしか

ないのかとか、給食室のスロープのところに何かまた一つ建てようかと

か、じゃあプールを潰してとか、いろいろ考えたりするのですが、どれも

やはりきついですよね。本当に潰して良いのかというところもあります
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ので、そういうところも含めてやっぱり増築が適切（かと言われると）、

なかなかしんどいというところもご理解いただきたいですし、じゃあ増

築できたら 40、50（クラス）になっても良いじゃないかとなりますと、

我々教育委員会として先ほど言いました、例えばプールが、吹田って結構

プールに力を入れてますけれども、２学級合同でやらないとどうしても

無理ですという形になった時に、ほとんど泳げませんと。練習をやろうと

してもなかなかできないし、結果体力が付かない。そういうこともあろう

かと思いますので、教室さえあれば増えても良いというところは、我々と

してはやはり賛同できない部分というところがありますので、そういう

ところの思いも含めまして、今回の取り組みをさせていただいていると

いうところは是非ともご理解いただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

あとは、報告の正式な発表は今私どもの方で口頭にて申し上げましたが、

これは間違いなく正式決定事項ですので、そのまま受けとめていただい

たら結構です。ただ、口頭だけではということになりますので、我々一定

書面等を整えまして、しっかりと情報公開をさせていただいて、皆様にご

理解いただけるよう努めてまいります。ただ、繰り返しになりますが、何

せ今日のことですので、どういった形で皆様にお知らせするかというの

は今後の話になりますけれども、なるべく早く、速やかに皆様のご心配を

取り除いていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

保 護 者：先ほど地域貢献という形で、社会福祉協議会の話もありましたけれども、

私の方も、スポーツ振の方から、学校開放ということで参加させてもらっ

てまして、小学校の方でも、週に１回（学校を）使わせてもらっている。

中学校の方でもスポーツ教室っていう形で今開催してます。中学校に至

っては、一般では（募集）してないっていうんで、社会体育リーダーの資

格も取らせていただきました。それを千三地区の代表っていう形で、なか

なかやっぱり人数が足らない中で、ぜひともという形で代表として取ら

せていただいて、その資格が無いとスポーツ教室を開けないっていうこ

とでしたので、仮に地区が変わったとすると、やはり他の地区でスポーツ

教室を開催するっていうのがなかなか難しいんですね。やはり地域の方

がそこに参加してることもあるんで。かと言って私が代表してる中で、他

の方に頼むこともなかなかやはり難しい。そういうような資格を持って

ないとできないっていうこともありますので。 

ということなので、通学する子供たちはもちろん関係することが多いん

ですけれども、それ以外にも地域の方にすごく関係してくる問題だと思
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うので、そこの部分もやはり拾い上げていただきたいなと思います。で、

先ほど自治会の方がおっしゃったように、一時的に人数が増えるだけな

んだったらやはり今のままで少し様子を見ていただけるような形を取れ

ないのかなというのは私もすごく賛成です。 

 

教育委員会：校区が変わる、学校の枠組みも変わるということになったら、学校は地域

の核というような捉え方をしていますので、そういった影響が及ぶこと

は我々も承知しておりますので、そういったところは担当部署としっか

りとお話ししながら、影響の方も踏まえて考えていきたいと思っており

ます。 

また、校区変更ではなくて工夫でということでご提案いただきましたの

で、しっかりと受け止めたいと思います。 

 

保 護 者：千里山竹園なんですけれども、千里山竹園１丁目から千里新田小学校の校

区へ通学する際に、121 号線っていう以前の南千里のイオンの方に抜け

る歩道が狭い道路、なおかつ交通量が非常に多い道路を通学路として通

ることになると思うんです。で、今現在も新田小学校の児童たちはあそこ

を通学路としてると思うんですけれども、かなり危険だな、危ないところ

をみんな通ってるなというふうにいつも見てるんですけれども、安全を

確保するために、どのような工夫をされているのか教えていただけます

でしょうか。 

 

教育委員会：もし校区変更となった場合ですね、実際に教育委員会の担当者もそこを歩

かせていただいて、子供さんの安全という視点で見ていく。それから危険

なところは一定対策を打つというような形にはなります。ちょっと抽象

的なお答えで申し訳ないのですけれども。 

イオンの方に抜ける道は、急な坂のところをおっしゃってるんですよね、

片側だけしかガードレールが無くて、反対側は非常に狭いところですよ

ね。私もそこを通ることがありますので、お気持ちはよく分かりますし、

そう思われるのも自然かなと思っております。 

具体的に今こういうことができるとかというのは私も今すぐにはお答え

できませんけれども、繰り返しになりますが、子供さんの安全というのは、

保護者の方も教育委員会の者も一番大切にしなければならないという思

いは一致していると思いますので、その視点で取り組んでいきたいと思

っています。 
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保 護 者：先ほど自治会の方がおっしゃったことと同じような内容なんですけれど

も、2019 年の時点で、今後 10 年間は吹田市の児童数が増えるというこ

となので、今 2022 年なんで、あと７年間は増加していくっていう見込み

なんですけど、これから、一旦このスケジュールが白紙になって、また案

が出て、正式に校区変更とか決まったりして、経過措置とかもあったとし

たら、なんやかんやでもう７年間ぐらい経ってしまうのではないかなと

いうのが、思います。 

やっぱり７年経ったら多分児童数が減っていって、こういう問題もなく

なっていくのに、それやのに、こんな、校区変更とかなったら、すごい、

ここに集まってる方々の世代がすごい外れ世代みたいになってしまうの

は、すごいなんかもう、悔しいなっていうのが本音ベースでありますし、

もしまた校区変更の話が煮詰まっていった時に、どこどこの区域で案が

上がってますみたいな時に、正直、多分、自分はやっぱ変更したくないん

で、あそこが出ていけやとか、多分、本音では思うと思うんですよね。 

でももうそんな数年間（という限られた期間でのみ児童数が）増えるため

に、同じ吹田市で生活してるんで、そんなしがらみとかいうのも嫌じゃな

いですか。教育委員会の方々も、こんだけ住民の方から反対されて、こん

なストレスのたまる仕事もないと思うんですよ。こんな今日も超勤で仕

事されてるか分からないですけど。なんで、やっぱね、もう明らかに住民

の方が、いやもうこれは校区変更をすぐにした方が良いです、その方が子

供にとっても良いですみたいな、もう賛成意見が圧倒的な数やったら、ま

あしゃあないなとは思いますけれども、こんだけ先ほど拍手もあったぐ

らい、やっぱり反対意見が多数やと思うんで。無理に 30（クラス）以下

に抑えなあかんとかいうのも、ちょっと固執しなくていいのかなと思い

ます。で、学校教育法施行規則第 41 条には「小学校の学級数は 12 学級

以上 18 学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の

事情がある時はこの限りではない」と但し書きで書いてありますんで、こ

の 30 以下に抑えるっていうのもね、特別の事情がある時はという但し書

きに、31 超えても、その但し書きで対応してもらえないんかなっていう

のを考えていただければと思います。以上です。 

 

教育委員会：子供さんが今後、先を見たら減るからもう（校区再編成はしなくても）良

いというので、我々悩ましくて、いわゆるそのベビーブームの時でしたら、

右肩上がりでお子様が増えていくので、もうこの時点でしっかり決断で

きるということもありますけれども、やはり少子高齢化、今吹田市はたく

さんの方に選んでいただいて、たくさんの方が入ってきていただいて、お
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子さんも幸いなことにたくさんいていただいています。 

ただ、我々としては、その辺りと、皆さんに、30 数学級の中で、子供さ

んが学ぶこともしっかりと両方勘案しながらやっていきたいと思ってお

りますので、皆さんといろいろお話を丁寧に進める中で、しっかりご理解

いただける、納得していただけるような形で進めていきたいと思います。 

 

教育委員会 

（Zoom 質問）：ではチャットの方に移らせていただきます。すみません、１点漏れていま

すということでご指摘を受けている件について回答させていただきます。 

ちょっと長いのですけれども、吹田市開発事業の手続き等に関する条例、

いわゆるスマイル条例と呼んでいるものなのですけれども、それの 38 条

に関して、ちょっと省略させていただきますが、今回、開発事業者は面積

が１ヘクタール以上の住宅開発を行う場合には、町及び教育委員会にお

いて保育所や学校などの設置をする必要があると認める時は、これらの

施設の設置、整備及び必要な用地を適正に確保しなければならないとい

うものがございます。それに対して最近の大規模開発の際、どういうよう

にこの点の整備を図ったのかというのを教えてくださいということにな

っております。 

一番大きい代表の部分といたしましては、千里丘北小学校の新設でござ

います。いわゆるミリカと毎日放送の跡地というところの大規模開発が

進んで、建てる際において、やはり相当数を超えるような開発があるもの

に対して、どこの学校に行っても正直無理ですというようなところに関

しましては、やはり新設校を建てなくてはいけないというような結論に

なりました。その時には１ヘクタール強の部分の土地の寄付をいただい

たというところになりますので、そこに関して残りの建物等に関しまし

ては教育委員会でしっかり整備させていただいたというところになりま

す。 

あと他のところどうなんだというところにもなりますけれども、今まで

人口がどんどん増えている吹田、ざっと見る限り、10 年、大体 3 万人近

く増えているのかなというふうに思っております。ただ、増え方がやはり

極端ではなく、じわじわと増えてきたというところが正直あります。そう

いうところに関しましては、急に新築を建てるっていうのは正直なかな

かしんどい、そういう判断はなかなかできないというのが、おそらく当時

の我々の思いだったと思っております。学校の規模を特色というふうに

はとらえながら、できる限り教室不足に関しましては、増築できるところ

は増築してきましたし、改修などをしながら教室を確保して、できる限り
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特色ある中で進めたいと思って参りました。 

ただ、今回に関しましては、それがなかなか落ち着かず、いつかは（児童・

生徒数が）減るだろうと思いながら、それがどんどん伸びてきている。さ

らに法改正による 35 人学級（が推進されている中）で、全市的に今、教

室数が全体的に 50 ぐらい増える、学級数が増えるというように我々も推

計させていただいておりますので、その全市的に急速に増えるものに対

しても、やはり全体的な適正化の見直しを進めないと我々としてもなか

なかしんどいというような結論にもなりましたので、そういう思いも含

めまして、今回適正化の方に舵を切らせていただいたところでございま

す。 

 

保 護 者：４点言わせていただきます。まず、これからの学校の経営上、コミュニテ

ィスクールというお話が出てきていると思うんですけども、吹田市さん

がどこまで推進されているか分からないんですけれども、そういった場

合に、地域との関わりっていうのがこれまで以上に求められる中で、校区

変更ということが、千里山竹園だと、何回も起こってるようなことが起こ

ると、地域的にも良い結果にならないんじゃないかなという心配をして

います。 

次に一番心配していることなのは、うちはきょうだい２人いるんですけ

れども、どこから実施されるかわからないんですけれども、上の子が入っ

て次の子が違う学校に行かないといけないということが一番困るなとい

うふうに思っています。区域外就学というのがあって、それによると、同

じ学校に行けるというふうになってるんですけれども、通学区域の変更

というところに当てはまるっていうことをちょっと確信を持っておきた

いなということを思っています。 

あと 31 学級以上にならないようにっていうのが（教育委員会は）こだわ

りを持っていらっしゃるんですけれども、これがどういう、具体的にどう

いった理由で（推し進められているのか）っていうことを教えていただき

たいんですけれども。例えば、時間割が５日間かける６時間で 30 という

ふうに動画でもあったんですけれども、45 分授業とかあるじゃないです

か。なので授業の時間、適正な授業の時間とかもあるんだと思うんですけ

れども、50 分授業にこだわらなければ、分からないですけど７時間授業

になるとか、そういったことにすれば、時間割の方がちょっと融通が利く

ようになるんじゃないかなというふうに想像したりもしますし、あと、資

産価値の件ちょっと、いろいろご意見があったと思うんですけれども、こ

れは教育委員会さんがお答えできるものではないというふうに思います
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ので、担当部署の方に来ていただいて、我々お話しさせてもらったほうが

いいのかなというふうに、思っています。よろしくお願いします。 

 

教育委員会：コミュニティスクール、地域との関わりということなのですけれども、校

区変更した時に地域との枠組みがずれるということを我々も想定してい

るところです。で、そこをいかにクリアしていくか、それは過去の校区変

更の事例等も参考にしながら、地域の方々、それは吹田市で統一的なやり

方ではなくて、その地域ごとのやり方というのがありますので、そういっ

たところも踏まえて、コミュニティもしっかり継続できる、持続できるよ

うな形でのご相談、対応というのは、教育委員会がやるわけではないので

すが、別の部局の担当が責任を持ってやらせていただきたいと思ってお

ります。 

あと、区域外通学、一番ご心配なことが、きょうだいが分かれるというか、

小学校が分かれて、運動会も１日で行ったり来たりとか、卒業式とか、Ｐ

ＴＡを２つかけ持ちするとかいうようなこともございます。先ほど経過

措置のことについていろいろとご説明させていただいたのですけれども、

経過措置もすべてができるかどうかは断言はできないのですが、ごきょ

うだいに配慮したような対応というのも過去にしてきておりますので、

その辺りで保護者の方の不安を和らげるようなことをやっていければな

と考えております。 

３つ目、31 学級になぜ（こだわるのか）ということで、よく動画をご覧

いただいていて、まさにその通りでございます。授業数が非常にタイトに

なる。例えば、比較的ゆとりのある 12 学級から 18 学級のところの校長

先生にお伺いしたことがあるのですけれども、本当に些細なことですが、

例えば、朝、体育の時間を運動場でするのですけれども、月曜日は子供た

ちが休み明けで疲れているから月曜の１時間目や２時間目には（体育を

入れるのは）やめてあげようとか、暑い盛りのお昼とかで、屋外での体育

はやめて体育館で体育をさせてあげたりとか、そういった自由度が非常

に高いんですね。これが 31 学級以上になると、もう月曜日の１時間目か

ら金曜日の６時間目まで、すべて予定が詰まっていると。余裕があれば、

雨が降ってきたら、じゃあ体育館でやりましょうということも考えられ

るのですけれども、もう体育館はすでに別のクラスの子が使っていると

か、高学年と低学年が体育館で一緒に体育をしたりとか。本当にこういう

細かい、日々の学校の積み重ねっていうのが大きな歪みになってくると

ころで我々は危惧しておりますし、例えば給食は、お昼に子供さんが配膳

室に取りに行く時も、たくさんの子供さんが配膳室に一挙に押し寄せて、
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そこで子供さんの接触があったりとか、そういったところも、校長先生は、

非常にけがが多かったりとか、そういったことも心配していると聞いて

おりますので、一定、規模が、吹田市も 12 から 18 学級が標準というふ

うに言っておりますので、そこと 31（学級）以上（の学校）を比べると

かなり学校運営での差があるというのはご理解いただきたいと思います。 

資産価値の件、これは今回、他の方からもご質問いただいていますし、な

かなかもう我々もその点（を意識した上）での、今回の適正化の進め（方）

にはなっておりませんので、ご意見としては承りたいと思います。 

 

教育委員会 

（Zoom 質問）：チャットの方で先ほどのスマイル条例の件に関してもう一度ご意見、ご

質問をいただいているところです。千里丘の件は分かりました。じゃあ

なんで今回、円山地区の大規模開発の際にそういうところの対応ができ

ていないかというところの説明をして欲しいというところです。 

円山の丘の、当時、私担当ではないんですけれども、大規模開発が行われ

た場合に、我々、まずそこの規模に応じた推計というものをさせていただ

きます。その際の推計の部分に、照らし合わせてどうしても無理というと

ころになりましたら、大体、土地の提供とかそういうところの交渉や話を

進める余地があると思っています。 

今回、円山の丘はおそらく、戸建てで 300（戸）というところに対して、

千三の今の状況というところも当時照らし合わせてみて、どういうとこ

ろであれば何とか収めることができるのかというところも考えていただ

いたと思っております。その中も含めて、おそらく今、段階的に分譲いた

だくというような形を当時お願いしている中で、今も段階的に進めてい

ってもらっていると思っているところでございます。その辺りも含めて、

千三の小学校の中で、ある程度キャパオーバーにならないような取り組

みとしての交渉というのは進めていたと認識はしております。ただそこ

に対しても、学校用地を立てないといけないというところまでは至らな

かったと思っております。 

 

自 治 会：自治会の中でも、皆さんの意見、こういう意見、今回案も提示しながら、

意見を伺ってますけど、全員反対と、まあこのような状況でございます。 

で、意見はね、先ほど、新御堂の話だとか、資産価値の話だとか、地区の

活動自体の問題だとか、さまざまな意見をもらっています。おおむね今日

皆さん言われた中に、かぶっています。で、今後、地区だとかＰＴＡだと

かと、白紙状態からお話しいただけるというように聞いていますが、確認
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しておきたいところが２点あります。 

１つは先ほどのスケジュールの話に関して、スケジュールを改めて提示

すると言われましたけれど、そうであるのか、そもそもスケジュール自体

を白紙としてすべて話をしてるのかっていう、その辺がどうなのかって

いうことが１つと、あとちょっと確認ですけど、今アンケートをすでに実

施をされていると思いますけど、そのアンケートをどうされるのか、案自

体は別となっているので、やっぱ案が提示されている状況で今出てると

思いますけど、そこをどうされるのかと、そこはすでに回答した自治会も

いますけども、そういったアンケートをすでに回答したものに対しての

扱いをどうされるのか、この点についてご説明いただけませんでしょう

か。 

 

教育委員会：スケジュールについては、当初令和 6 年の 4 月ということになっており

ました。それを白紙撤回させていただいて、今後、取り込んでいくという

ことになるのですけれども、まだ、我々、これから決めていくということ

になりますので、まずは、地域の方やＰＴＡの役員の方に、これまでの経

過をまずは説明させていただいて、それと並行しながら我々も今後の組

み立てをしていくことになると思います。皆様にご提示できる時期が参

りましたら必ずお知らせして、寝耳に水にならないように進めていきた

いと思っております。 

アンケートにつきましては、現時点でもホームページでお伺いしている

ことになっております。このアンケートにつきましては、今回我々が適正

化を進めるにあたって、ＰＴＡの方や地域の方から一旦意見の場を（設け

てほしい）ということでお声をいただきましたので、（実施）させていた

だいたことになっております。今回ご要望いただいている地域の方、ＰＴ

Ａの方に対して、今こういう状況になっておりますけれども、アンケート

はどうされますかということで投げかけをさせていただいて、まあアン

ケートは（これ以上実施せずとも）いいよということであれば、我々の方

は一旦取り下げも検討させていただきます。それから、まだそれも確定で

はないのですが、まずアンケートについても地域の方やＰＴＡの方にご

相談申し上げるということになっております。 

仮にアンケートが中止になった場合、アンケートをどうするのかという

ことなのですけれども、それはいただいた貴重なご意見として我々とし

ても拝見をさせていただいて、今後に役立てられればというのが現時点

での思いです。 
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教育委員会 

（Zoom 質問）：さらにチャット側のご質問をいただいております。 

当時の円山の開発の時に不要と判断されるのであれば、その辺の判断の

経緯とか説明する義務があると（ご意見を）いただいておりますので、ち

ょっと今この場ですぐ対応はできませんので調べさせていただきたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

保 護 者：すいません。先ほど不動産の新しい開発は、規制まではできないというお

話を伺ったんですけども、それを新たに開発を許しておいて、今住んでる

人は、ちょっと校区が変わりますよとかっていうのはですね、非常に辛い

ものがあるなというので、他の、例えば兵庫県の西宮市とかだと、10 戸

以上の開発は、この地域はできませんよとか、30 戸以上の開発はできま

せんよって、小学校の区域を指定して、そこまで運営されてる自治体もあ

ると思うんですけども、吹田市も住むのに人気な土地ではあるので、そう

いった、ある程度強制力を持ってできる方法を考えないと、不動産屋さん

としては人気のある土地だからこそ売ってしまいたいということになる

と思うんで、そういったことをご検討いただいた方がいいんじゃないか

なというふうに思っております。 

あと、もう１点は、ＹｏｕＴｕｂｅの方に、ＡＢＣ案の分析ということで

挙げていただいておったんですけども、「〇」「△」「×」とかですね、ち

ょっと印象的なものでしか分からないので、「少し遠くなる」とか、「あま

り変わらない」とかではちょっとよく分からないと思いますので、より具

体的な説明をされた方がいいかなと思います※Q5 ので、よろしくお願い

します。 

 

教育委員会：まず、後段のＡ案Ｂ案Ｃ案の分析というところ、今いただいたご意見を参

考にしながらご説明させていただきたいと思います。 

西宮市は開発の抑制の要綱を持っておられます。そもそも、不動産の売却、

でそこに何を建てるかというところについては、行政指導レベルでのお

願いというところまでしかできない。西宮市さんも要綱というのはまさ

に行政指導でしかないという状況で、強制力はございません。 

我々も要綱はございませんけれども、先ほどから申し上げています通り、

なるべく、家族向けのマンションをやめていただくとか、分譲時期を分散

するとか遅らせていただくとか、これも行政指導という形でさせていた

だいておるところではございます。 

様々な方から、西宮市さんであるとか、他の自治体の研究をしなさいとい
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うお声をいただいておりますので、そこについては、今後研究をさせてい

ただきたい※Q6 と考えております。以上でございます。 

 

保 護 者：何度もすいません。京都府木津川市の、日本一のマンモス校で有名な木津

川小学校なんですけれども。2021 年の時点で、普通学級が 38 クラス、4

年後の 2026 年には 55 学級になると言われてるんですけれども、そうい

ったすごい過大規模校に、どういう感じでやってるのかとか、適正化につ

いて何か聞いたりとか連携を取っているんでしょうか。※Q7 もし取って

なかったら、どういう工夫をされているのかとか、そういうのを、何か連

携とっていただきたいなというふうに思います。 

 

教育委員会：具体的にこの小学校でのお答えをお聞きしたことはございませんので、そ

れぞれ、マンモス校は吹田に限らず、木津川小学校以外にもたくさんあり

ますので、我々、今後どういった工夫で皆さんが乗り切っていらっしゃる

かというのは、参考にして参りたいと思います。 

 

保 護 者：すいません、なんかちょっと終わっちゃいそうなんで１点だけいいですか。

ただ、今お話伺っていて、回答いただけたのは明確にご用意いただいてた

部分で、それ以外のところ何も決まってないとご理解くださいっていう

ような旨をおおむねいただいたかなという理解をしました。 

保護者の立場として一番辛いなと思ってるのが、今回みたいなことを数

回重ねられてガス抜きされて、明確な基準が明示されないまま、（素案が）

決まって、粛々と遂行されるっていうのが一番辛いなあと思ってます。で、

とりあえず、なるべくそれを避けたいなという観点で、２点お願いがある

んですけれども、１点目が今回、未回答のチャットも含めてすべての回答

を通常ドキュメント化されると思うんですけれども、ドキュメント化の

予定があるのかということと、それの公開方法並びにそのスケジュール、

あとは今後まだご理解をいただきたいというお話をいただいていたので、

相互に複数回コミュニケーションを取る機会があるのかなというふうに

考えてるんですけれども、その方針についてできる限り具体的に回答い

ただけるとありがたいです。以上です。 

 

教育委員会：ドキュメントということなのですが、ＰＴＡの方を通じて、今日の議事録

は提供させていただきたいと思いますし、その中で、未回答の部分につい

てはお答えをご用意してお渡したいと思っております。 

今後の予定ですが、まずはＰＴＡの役員、地域の方の役員の方にこれまで
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の経過をご説明させていただいた上で、今後のスケジュールについても、

申し上げる時期が来たら、まずはご説明させていただいて、そこからお話

し合い等を進めていきたいと思っております。 

 

保 護 者：すいません、地域の役員の方ってのがよく分からないんですけれども、例

えば賃貸に入られてる方ってその地域の繋がりみたいな、ちょっと残念

ながら希薄かなと思っていて、場所によっては賃貸の方の比率が多いと

ころもあるのかなと思うんですが、そういうケースにおいてその地域の

方との、まずやりとりをやって、そこである程度決まった上でそれ以外の

方に通知をされるということなのか、その辺の地域の方との話をされた

上での確定度みたいなのはどういう扱いになるんでしょうか。 

 

教育委員会：地域の方というのは、我々は自治会の方ということで申し上げたのですが、

今回もＰＴＡの方、自治会の方とお話しさせていただいていると。おっし

ゃるのは、自治会とかＰＴＡに所属してない方々への周知方法というこ

となのですけれども、議事録についてもですね、ホームページ等での公開

というのも検討はしておりますので、そういったところで皆さんご覧い

ただけるとは考えております。 

 

保 護 者：ありがとうございます。つまり自治会に参加をしていないと、直接の議論

には参加できないというふうに理解すればよろしいでしょうか。 

 

教育委員会：いえ、そういうことはございません。今回はＰＴＡの方、自治会の方の主

催の場所に我々がお邪魔させていただいているところですが、吹田市教

育委員会主催のこういった説明会というのも開いていくつもりでござい

ます。そういったところではご参加いただけると考えております。 

 

保 護 者：分かりました、ありがとうございます。立場にかかわらず、議論の場には

入れるというふうに理解をしました。ありがとうございます。 

１点目の、チャットを含むすべての質問に対する回答をドキュメント化

いただけるということに関しては理解しましたので、そちらも回答あり

がとうございました。 

 

保 護 者：本日はまず一番初めに、教育委員会の方には、このような説明会を開いて

いただき、住民からの声に対しても、真摯に回答いただいて、感謝を申し

上げたいと思います。 
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質問というよりかは、今後、適正化に取り組む上でお願いしたいことなん

ですけども。先ほどご意見があったように、具体的な推計の数字を出す中

で、地域によっては、吹田市は転勤族が非常に多いエリアになりますので、

単純にこの推計表ですと、現在住民登録されてる未就学児を集計し、その

就学する年度までの学級数を算出していただいていると思うんですけど

も、転勤・転入の世帯数などっていうのは、単純に反映されてないと思う

んです。そういった背景とかも、特に新田エリアとかはマンションが多く、

賃貸のエリアも多いと思うんです。そういった方が、転勤族の方、出入り

が多いエリアだと思うので、そういったことも推計の中に反映して、しっ

かりとリサーチしていただきたいというのがお願いの１点。 

もう１点は地域のコミュニティなんですけども、単純に竹園１丁目とい

う一括りにしてしまうと分断されるエリアもあると思うんです。例えば

竹園１丁目のヴィルヌーブっていうマンションは新田小学校の真裏なの

に竹園１丁目で、現在千三地区に行ってると思うんですけど、それはあま

り合理的ではないなと思うので、竹園１丁目の中でも、やはり新田の方が

通いやすいエリアもあるとは思うんですけども、通学路の中で、例えばロ

イヤルマンションなどは千里山西側と竹園１丁目側に分かれてたりする

ので、そこを分断してしまって、同じマンション群なのに子供が違う小学

校に通う。そういったもので地域のコミュニティが分断されない配慮を

していただきたい。 

江坂５丁目とかもそうなんですけど、江坂５丁目の児童たちが遊んでる

のって、三角公園って言われてる公園があったりします。そこって千里山

西２丁目の、千三学区の子たちが遊ぶ公園。なのに、江坂５丁目の子が新

御堂を渡って別の小学校に行ってしまうと、その子供たちのコミュニテ

ィもまた分断されてしまうのかなと思って。そういった地域の繋がりも

今後鑑みながら進めていただきたいなと思います。今日はありがとうご

ざいました。 

 

教育委員会：先ほど新田の転入者、転出者、人口の移動が多いということで、御堂筋線

ですね、江坂の辺りというのはやはりそういった傾向が強いというのは

我々も思っておりますので、地域特性に応じた子供さんの推計というの

をしっかりとしてくださいというのを受け止めさせていただきました。 

あと、コミュニティですね、おっしゃる通り、地域で活動していただいて

いる大人のコミュニティもありますし、子供さんのコミュニティという

のもあります。それは学校外でのコミュニティということもあるんです

けれども、そういった地域特性も踏まえてですね、しっかりと考えていた
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だくし、皆さんからのご意見として承って、今後の検討の材料とさせてい

ただきたいと思います。 

 

教育委員会：それでは、長時間ご参加いただきましてありがとうございました。 

最後、部長の山下の方から一言だけご挨拶申し上げて本日はお開きとさ

せていただきたいと思いますので、もうしばらくお待ちください。 

 

教育委員会：皆さまどうもありがとうございます。非常に長時間にわたり

まして、忌憚のないご意見、あるいはご提案をいただいたと思っておりま

す。 

冒頭申し上げました通り、一旦スケジュールについては白紙にいたしま

して、スケジュールを白紙にするということは、Ａ案Ｂ案Ｃ案も、一旦見

直すことになると思います。 

今後、スケジュールも含めて、どういうことをどういった方向で行けるの

かというのは少しお時間をいただいて、学校、教育委員会の中で議論、検

討いたしまして、時期が来れば、ＰＴＡの方、地域の方に改めてきちんと

ご説明をして、皆様のご理解のもとに進めていきたいと思っております

ので、今後も教育委員会の取り組み、あるいは学校の取り組み、地域の取

り組みに、ご参加とご協力を続けていただきたいと思っておりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございま

した。 


